
当院では、口腔管理連携加算の届出を行っています。

入院中に医師が診療上の必要性から歯科受診が必要と判断した
場合に、患者さんの同意を得て、下記の連携歯科医療機関に紹介
し歯科診療を行っていただく場合があります。

【連携歯科医療機関】

口腔管理連携加算について

口腔管理連携加算 600点

1 医療法人社団 創新会 アプル歯科医院

2 医療法人社団 創新会 Luz大森アプル歯科医院

3 医療法人社団 創新会 大森・東京歯科口腔外科

4 医療法人社団 保歯会 梅本歯科医院

5 医療法人社団 博仁会 立石歯科医院

大森赤十字病院


